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第３次 新潟市環境基本計画骨子（案） 

第１章 基本となる事項 

 

 第１節 計画策定の趣旨と改定の背景 

  １ 計画策定の趣旨 

〇新潟市環境基本条例第 9条の規定に基づき，平成 10年に「環境基本計画」を策定。 

○現在の第 2次環境基本計画は，平成 26年度を計画の最終年度としているため，現

在までに生じた環境情勢の変化などに対応し，今後の環境行政の施策の方向性を

定めるため，新たな環境基本計画を策定する。 

計画 期間 

第１次 新潟市環境基本計画 平成 10年度～平成 18年度（10年） 

第２次 新潟市環境基本計画 平成 19年度～平成 26年度（8年） 

第３次 新潟市環境基本計画 平成 27年度～平成 34年度（8年） 

 

２ 計画改定の背景 

○人間活動が引き起こした環境への影響により表面化した生物多様性の危機 

○「新ごみ減量制度」の成果を踏まえた，更なるごみの減量化と資源化の推進 

○東日本大震災を契機とした，スマートエネルギーの推進 

○温室効果ガス排出の大幅な削減など，低炭素社会の実現に向けた取り組みの推進 

○種々の環境問題に対して長期的な視点で向き合っていくためのＥＳＤ（持続可能

な開発のための教育）の推進 

 

第２節 計画の基本的事項 

  １ 計画の役割 

   〇本計画は，環境基本条例第 3条に掲げる基本理念の下，本市が環境の保全に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定める。 

２ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟市地球温暖化対策実行計画（地域推進版） 
－環境モデル都市アクションプラン－ 

新潟市ごみ減量プログラム 
－新潟市一般廃棄物処理基本計画－ 

にいがた命のつながりプラン 
－新潟市生物多様性地域計画－ 

新潟市スマートエネルギー推進計画 

■新潟市農業構想 

■新潟市バイオマスタウン構想 

■新潟市みどりの基本計画 

■にいつ丘陵里山保全活用基本計画 

■新潟市健康づくり推進基本計画 

■新潟市都市計画基本方針 

■にいがた交通戦略プラン 

■にいがた住まいの基本計画 

■新潟市教育ビジョン 

■各区・区ビジョン・・・など 

新潟市地球温暖化対策実行計画 
（市役所率先実行版） 

第３次 新潟市環境基本計画 整合・配慮(条例第 10条) 

資料４ 

次期新潟市総合計画 

整合・配慮(条例第 10条) 
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３ 次期新潟市総合計画（10月 6日答申） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇環境基本計画は，本市のマスタープランである総合計画と相互に関連し，総合計

画に掲げる都市像「田園と都市が織りなす，環境健康都市」の実現に向け，政策

⑥「人と環境にやさしいにぎわうまち」において関連する施策の環境に関する方

向性を定める。  

 

４ 計画の対象 

 〇本計画で対象とする環境とは，環境基本条例第 2条における定義を踏まえ，以下

に示すとおりとする。 

自然環境 河川・湖沼等の湿地，里山，野生動植物・生態系，農地 など 

生活環境 水環境，大気環境，土壌環境，音環境，廃棄物・リサイクル など 

快適環境 緑，水辺，景観，歴史・文化遺産 など 

地球環境 地球温暖化，オゾン層破壊，酸性雨 など 

  ５ 計画期間 

   ○本計画の期間は，総合計画の期間と同様，平成 27年度から平成 34年度までの 8

年間とする。 

６ 各主体の役割 

 ○計画の推進にあたっては，市民・市民団体，事業者，市など各主体がそれぞれの

立場での役割を認識したうえで，持続可能な社会づくりの考え方を共有し，協働

して取り組みを行う 

（１）市民・市民団体（条例第 6条） 

 ・日常生活における環境負荷の低減 

 ・環境保全活動への参加 

Ⅰ 市民と地域が結び合う，
安心協働都市 

Ⅱ 田園と都市が織りなす，
環境健康都市 

Ⅲ 日本海拠点の活力と世
界をつなぐ，創造交流都市 

①ずっと安心して暮らせるまち 

②子どもを安心して産み育てられるまち 

③学・社・民の融合による教育を推進す

るまち 

④地域力・市民力が伸びるまち 

⑤地域資源を活かすまち 

⑥人と環境にやさしいにぎわうまち 

⑦誰もがそれぞれにふさわしい働き方が

できるまち 

⑧役割を果たし成長する拠点 

⑨雇用が生まれ活力があふれる拠点 

⑩魅力を活かした交流拠点 

⑪世界とつながる拠点 

３つの都市像 
都市像を実現するために 
目指す姿・取り組む方向性 

 次期新潟市総合計画（計画期間：平成 27年度～平成 34年度） 

施策 

・健幸都市づくりの推進 

・持続可能な公共交通体系の構築 

・資源循環型社会への取り組み・

低炭素型まちづくり 

環境基本計画 

関連 
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 ・環境保全施策への参画，協力 

（２）事業者（条例第 5条） 

 ・事業活動による環境影響の認識及び未然防止 

 ・事業者としての環境保全活動の努力 

 ・環境保全施策への参画，協力 

（３）市（条例第 4条） 

 ・基本的かつ総合的な環境保全施策の計画及び実施 

 ・環境負荷の少ない事業活動の率先実行 

 ・市民，事業者による環境保全活動の支援 

 ・環境状況の把握及び情報提供 

 ・国及び国内外の地方公共団体との協力 

 ・市民，事業者の環境保全施策への参画，協力体制の整備 

 

第２章 本市の概況と環境の現状・課題 

 

 第１節 本市の概況 

  １ 地理 

  ２ 気候 

  ３ 人口（将来人口推計及び年齢別人口推計も掲載） 

  ４ 土地利用 

  ５ 産業 

 

第２節 環境の現状に係る評価と課題 

１ 第２次環境基本計画の実績報告に基づく評価と課題 

   ○第２次環境基本計画において定める施策目標ごとに，環境審議会で評価を実施 

 



4 

 

第３章 計画の目指すもの 

 

 第１節 目指す都市像 

田園と都市が織りなす，環境健康都市 

 第２節 施策の目標 

       環境教育と協働の推進 

     ① 低炭素社会の創造 

     ② 循環型社会の創造 

     ③ 生物多様性の保全 

     ④ 快適な生活環境の保全 

 

 第３節 施策の大綱 

 

第４章 施策の推進 

第１節 （環境教育と協働の推進）取り組み方針・主な施策・指標項目の設定 

第２節 （①低炭素社会の創造）取り組み方針・主な施策・指標項目の設定 

第３節 （②循環型社会の創造）取り組み方針・主な施策・指標項目の設定 

第４節 （③生物多様性の保全）取り組み方針・主な施策・指標項目の設定 

第５節 （④快適な生活環境の保全）取り組み方針・主な施策・指標項目の設定 

 

第５章 環境配慮指針 

第１節 市民・事業者の環境配慮指針 

第２節 市の環境配慮指針 

 

第６章 計画の推進 

第１節 計画の進行管理 

 １ 計画の進捗状況の点検・公表 

  ○環境の状況や施策の実施状況等について，年次報告書を作成し，公表する 

  ○毎年の点検結果を踏まえ，必要に応じて計画の見直しを行う 

 

第２節 計画の推進体制 

   ○市環境審議会，市環境保全調整会議等の組織により，環境基本計画の推進を図る

とともに，市民，事業者，行政等の各主体が協働して環境保全活動に取り組む 

※各目標は，本審議会において視点を確認し，

市民ワークショップの結果を反映して定める。 


